
 

 

 男鹿市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

   令和６年３月２９日 

男鹿市教育委員会          

 教育長              

男鹿市教育委員会規則第１号 

   男鹿市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 男鹿市教育委員会行政組織規則（平成１７年男鹿市教育委員会規則第

７号）を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（職員の職） （職員の職） 

第８条 法律に特別の定めのあるも

ののほか、事務局等の職員の職

は、次の表の左欄に掲げる職をそ

れぞれ同表中欄に掲げる組織に置

くことができ、その職務は、それ

ぞれ同表右欄に掲げるとおりとす

る。 

第８条 法律に特別の定めのあるも

ののほか、事務局等の職員の職

は、次の表の左欄に掲げる職をそ

れぞれ同表中欄に掲げる組織に置

くことができ、その職務は、それ

ぞれ同表右欄に掲げるとおりとす

る。 

左欄 中欄 右欄 

（略） 

主幹 課 上司の命を受け

て、課長を補佐

するとともに、

その所管の事務

を掌理し、所属

職員を指揮監督

する。 

副館長 館 上司の命を受け

て、館長を補佐

し、館長に事故

があるとき、又

左欄 中欄 右欄 

（略） 

主幹 課 上司の命を受け

て、課長を補佐

するとともに、

その所管の事務

を掌理し、所属

職員を指揮監督

する。 

副主幹 課 上司の命を受け

て、主幹等を補

佐 す る と と も

に、その所管の

事務を掌理し、



 

 

改正後 改正前 

は欠けたとき

は、その職務を

代理する。 

副主幹 課 上司の命を受け

て、主幹等を補

佐するととも

に、その所管の

事務を掌理し、

所属職員を指揮

監督する。 

館長補

佐 

館 上司の命を受け

て、副館長等を

補佐するととも

に、その所管の

事務を掌理し、

所属職員を指揮

監督する。 

（略） 
 

所属職員を指揮

監督する。 

館長補

佐 

館 上司の命を受け

て、館長を補佐

し、館長に事故

があるとき、又

は 欠 け た と き

は、その職務を

代理する。 

（略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 改正箇所は、太枠で示した部分及び下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


